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公  告  

 

飲 料 用 自 動 販 売 機 設 置 に 係 る 行 政 財 産 （ 建 物 ） の 貸 付 に つ い て 、

次 の と お り 制 限 付 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

 

 令 和 ８ 年 ７ 月 １ 日  

 

 

小 牧 市 長  天  野  正  基  

 

 

１  貸 付 物 件  

  次 の 飲 料 用 自 動 販 売 機 ４ 台 分 を 一 括 で 貸 付 け ま す 。  

貸 付  

物 件 名  

消 防 署 及 び 各 支 署 自 動 販 売 機 設 置 箇 所 貸 付 （ 缶 ･ペ

ッ ト ボ ト ル ）  

設置場所 消 防 署 、 東 支 署 、 南 支 署 及 び 北 支 署  

貸 付  

箇 所 等  

貸 付 箇 所  
設 置

台 数  

貸 付

面 積  
貸 付 期 間  

消 防 署 食 堂  
１ 台  1 . 4 4

㎡  

令 和 8 年 1 0 月

1 日  

～ 令 和 1 1 年 9

月 3 0 日  
東 支 署 食 堂  

１ 台  1 . 4 4

㎡  

南 支 署 食 堂  
1 台  1 . 4 4

㎡  

北 支 署 食 堂  
1 台  1 . 4 4

㎡  

外形寸法 

※  

１ 台 当 り  幅 1 . 60 m×  奥 行 き 0. 9 0m×  高 さ 2 .0 0 m 以

内  

最 低  

貸 付 料  

上 記 全 台 数 の 貸 付 料 総 額 3 7 0 , 700 円 （ 税 抜 3 3 7 , 00 0

円 ）  

※  外 形 寸 法 に は 、 放 熱 余 地 を 含 み 、 使 用 済 み 容 器 回 収 ボ ッ ク ス

設 置 部 分 は 含 み ま せ ん 。設 置 箇 所 は 消 防 総 務 課 と 協 議 す る こ と 。 
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ま た 、 自 動 販 売 機 の 機 種 に よ っ て は 、 商 品 の 補 充 や 維 持 管 理

の た め の 扉 の 開 閉 等 に 支 障 が あ る 場 合 も あ る の で 、 そ れ ら の 支

障 が な い か 申 込 前 に 設 置 場 所 の 確 認 を し て く だ さ い 。 設 置 箇 所

は 庁 舎 開 庁 時 間 （ 土 ・ 日 ・ 祝 休 日 を 除 く ９ 時 か ら １ ６ 時 ） に 確

認 し て く だ さ い 。（ 位 置 図 は 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 に て 閲 覧

で き ま す 。）  

 

２  入 札 参 加 資 格  

(1) 次 の す べ て に 該 当 す る 個 人 又 は 法 人 は 、入 札 に 参 加 す る こ と

が で き ま す 。  

ア  個 人 の 場 合 は 小 牧 市 に 住 所 を 有 し 、 法 人 の 場 合 は 愛 知 県 内

に 本 店 、 支 店 、 営 業 所 又 は 事 務 所 を 置 い て い る こ と 。  

イ  自 動 販 売 機 の 設 置 業 務（ 自 ら が 管 理・運 営 す る も の に 限 る 。）

に つ い て 、 ３ 年 以 上 の 実 績 を 有 し 、 か つ 本 入 札 公 告 の 日 か ら

過 去 ２ 年 以 内 に 、 自 ら が 管 理 及 び 運 営 を す る 自 動 販 売 機 を 国

ま た は 地 方 公 共 団 体 の 庁 舎 等 （ 庁 舎 そ の 他 の 建 物 及 び そ の 付

帯 施 設 並 び に こ れ ら の 敷 地 ） に 設 置 し た 実 績 が あ る こ と 。  

ウ  制 限 付 一 般 競 争 入 札 の 参 加 の 申 込 み を し た 日 か ら 落 札 決 定

の 日 ま で の 間 、 小 牧 市 建 設 工 事 等 請 負 業 者 指 名 停 止 措 置 要 領

（ 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 施 行 ） に 基 づ く 指 名 停 止 、 小 牧 市 が 行

う 事 務 及 び 事 業 か ら の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 合 意 書 （ 平 成 ２ ４

年 ６ 月 ２ ５ 日 付 け 小 牧 市 長 ・ 小 牧 警 察 署 長 締 結 ） に 基 づ く 排

除 措 置 又 は こ れ に 準 ず る 措 置 を 受 け て い な い 者 で あ る こ と 。  

エ  会 社 更 生 法 (平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 )第 １ ７ 条 の 規 定 に

基 づ く 更 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い な い 者 又 は 申 立 て を な

さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。  

オ  民 事 再 生 法 (平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 )第 ２ １ 条 の 規 定 に

基 づ く 再 生 手 続 開 始 の 申 立 て を し て い な い 者 又 は 申 立 て を な

さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。  

カ  法 令 等 の 規 定 に よ り 販 売 に つ い て 許 認 可 等 を 要 す る 場 合 は 、

該 当 す る 許 認 可 等 の 免 許 を 有 し て い る こ と 。  

キ  国 税 、 愛 知 県 税 及 び 小 牧 市 税 の 未 納 が な い こ と 。  
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(2) 次 に 該 当 す る 者 は 入 札 に 参 加 す る こ と が で き ま せ ん 。  

ア  当 該 入 札 に 係 る 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 (未 成 年 者 、

成 年 被 後 見 人 、被 保 佐 人 、被 補 助 人 )及 び 破 産 者 で 復 権 を 得 な

い 者  

イ  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 (そ の 事 実 が あ っ た 日 を 知 っ た

日 か ら ２ 年 間 と し ま す 。 ま た 、 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の

他 の 使 用 人 又 は 入 札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 も 同 様 と し ま

す 。 )  

(ｱ) 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 故 意 に 工 事 若 し く は 製 造 を 粗 雑 に

し 、又 は 物 件 の 品 質 若 し く は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し

た 者  

(ｲ) 競 争 入 札 又 は せ り 売 り に お い て 、 そ の 公 平 な 執 行 を 妨 げ

た 者 又 は 公 正 な 価 格 の 成 立 を 害 し 、若 し く は 不 正 の 利 益 を

得 る た め に 連 合 し た 者  

( ｳ ) 落 札 者 が 契 約 を 締 結 す る こ と 又 は 契 約 者 が 契 約 を 履 行

す る こ と を 妨 げ た 者  

( ｴ ) 地 方 自 治 法 (昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 )第 ２ ３ ４ 条 の ２

第 1 項 の 規 定 に よ る 監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の

職 務 の 執 行 を 妨 げ た 者  

(ｵ) 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か っ た 者  

(ｶ) (ｱ)か ら (ｵ)ま で の 一 に 該 当 す る 事 実 が あ っ た 後 ２ 年 を 経

過 し な い 者 を 契 約 の 履 行 に 当 た り 代 理 人 、支 配 人 そ の 他 の

使 用 人 と し て 使 用 し た 者  

 

３  自 動 販 売 機 の 設 置 条 件  

(1) 飲 料 用 自 動 販 売 機 設 置 事 業 者 (以 下「 設 置 事 業 者 」と い う 。 )

の 施 設 使 用 形 態  

地 方 自 治 法 第 ２ ３ ８ 条 の ４ 第 ２ 項 第 ４ 号 の 規 定 に 基 づ き 、本

市 が 設 置 事 業 者 に 対 し 、行 政 財 産 で あ る 建 物 の 一 部 を 貸 付 け る

方 法 に よ り 行 い ま す 。  

 

(2) 貸 付 期 間  

１ の 貸 付 物 件 の 表 の と お り と し 、貸 付 契 約 の 更 新 は 認 め な い
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も の と し ま す 。 (借 地 借 家 法 (平 成 ３ 年 法 律 第 ９ ０ 号 )第 ３ ８ 条

の 規 定 に 基 づ く 定 期 建 物 賃 貸 借 契 約 )  

 

(3) 貸 付 料  

入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相

当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も っ て 貸 付 料 と す る 。  

 

(4) 必 要 経 費  

ア  自 動 販 売 機 の 設 置 及 び 撤 去 に 要 す る 工 事 費 、 移 転 費 等 は す

べ て 設 置 事 業 者 の 負 担 と し 、 そ の 方 法 に つ い て は 小 牧 市 の 指

示 に 従 っ て い た だ き ま す 。  

イ  光 熱 水 費 に つ い て も 設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す 。 各 設 置 事

業 者 に お い て 計 量 機 器 (子 メ ー タ ー )を 設 置 し 、 そ れ に よ る 実

費 を 、 小 牧 市 が 指 定 す る 期 限 ま で に 全 額 納 入 し て く だ さ い 。  

ウ  電 気 工 事 が 必 要 と な る 場 合 の 工 事 の 実 施 及 び 費 用 負 担 は 、

設 置 事 業 者 の 負 担 と し ま す 。  

 

(5) 設 置 機 器 の 仕 様  

設 置 す る 自 動 販 売 機 の 機 器 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 条 件 を 満

た し た も の と し ま す 。  

ア  省 電 力 や ノ ン フ ロ ン 対 応 な ど 環 境 に 十 分 配 慮 し た も の で あ

る こ と 。  

イ  １ ， ０ ０ ０ 円 紙 幣 が 使 用 で き る こ と 。  

ウ  外 形 寸 法 を 超 え な い も の と し 、 転 倒 防 止 対 策 を 行 う こ と 。  

エ  電 子 マ ネ ー 対 応 機 と す る こ と 。  

 

(6) 利 用 上 の 制 限  

契 約 期 間 中 は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し て く だ さ い 。  

ア  入 札 条 件 を 遵 守 し 、 貸 付 料 及 び 光 熱 水 費 を 期 限 ま で に 確 実

に 納 付 す る こ と 。  

イ  自 動 販 売 機 を 設 置 す る 権 利 を 第 三 者 に 譲 渡 又 は 転 借 し て は

な ら な い 。  

ウ  販 売 品 の 搬 入 、廃 棄 物 の 搬 出 時 間 及 び 経 路 に つ い て は 、小 牧
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市 の 指 示 に 従 う こ と 。  

エ  販 売 品 目 は 、 清 涼 飲 料 水 、 牛 乳 等 の 飲 料 と し 、 酒 類 の 販 売

を 行 わ な い こ と 。 ま た 、 缶 又 は ペ ッ ト ボ ト ル な ど の 密 閉 式 の

容 器 と す る こ と 。 な お 、 商 品 の 具 体 的 な 構 成 に つ い て は 、 落

札 決 定 後 、 事 前 に 小 牧 市 と 協 議 を 行 う こ と 。  

オ  他 の 自 動 販 売 機 の 販 売 価 格 と 均 衡 の と れ た 価 格 で 販 売 す る

こ と 。  

 

(7) 維 持 管 理  

契 約 期 間 中 は 、 次 の 事 項 を 遵 守 し て く だ さ い 。  

ア  商 品 補 充 、 金 銭 管 理 な ど 自 動 販 売 機 の 維 持 管 理 に つ い て は 、

設 置 事 業 者 が 行 う こ と 。 ま た 、 商 品 の 賞 味 期 限 に 十 分 注 意 す

る と と も に 、 在 庫 ・ 補 充 管 理 を 適 切 に 行 う こ と 。  

イ  自 動 販 売 機 に 併 設 し て 、 販 売 す る 飲 料 の 容 器 の 種 類 に 応 じ

た 使 用 済 み 容 器 の 回 収 ボ ッ ク ス を 必 要 数 設 置 し 、 設 置 事 業 者

の 責 任 で 適 切 に 回 収 ・ リ サ イ ク ル す る こ と 。  

ウ  衛 生 管 理 及 び 感 染 症 対 策 に つ い て は 、 関 係 法 令 等 の 遵 守 ・

徹 底 を 図 る と と も に 、 関 係 機 関 等 へ の 届 出 、 検 査 等 が 必 要 な

場 合 は 遅 滞 な く 手 続 き 等 を 行 う こ と 。  

エ  自 動 販 売 機 を 設 置 す る に あ た っ て は 、 据 付 面 を 十 分 に 確 認

し た う え で 安 全 に 設 置 す る こ と 。 ま た 、 設 置 後 は 定 期 的 に 安

全 面 に 問 題 な い か 確 認 す る こ と 。  

オ  自 動 販 売 機 の 故 障 や 問 い 合 わ せ に つ い て は 、 連 絡 先 を 明 記

し 、 設 置 事 業 者 の 責 任 に お い て 対 応 す る こ と 。  

 

(8) 原 状 回 復  

設 置 事 業 者 は 、契 約 期 間 が 満 了 又 は 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合 は 、

速 や か に 原 状 回 復 し て く だ さ い 。 な お 、 原 状 回 復 に 際 し 、 設 置

事 業 者 は 一 切 の 補 償 を 小 牧 市 に 請 求 す る こ と が で き ま せ ん 。  

 

４  制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 の 提 出  

   入 札 参 加 を 希 望 す る 者 は 、次 に よ り 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加

申 込 書 （ 貸 付 け 契 約 用 ）（ 小 牧 市 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 行 政
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財 産 の 貸 付 け に 関 す る 制 限 付 一 般 競 争 入 札 実 施 要 領（ 以 下「 要

領 」 と い う 。） 様 式 第 １ ） を 提 出 し な け れ ば な ら な り ま せ ん 。

ま た 、期 限 ま で に 申 込 書 を 提 出 し な い 者 は 、本 入 札 に 参 加 す る

こ と が で き ま せ ん 。  

 (1 ) 入 札 参 加 申 込 書 提 出 期 間  

  令 和 ８ 年 ７ 月 ３ 日 (金 )  ～  令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ４ 日 (金 ) 

  午 前 ９ 時 ～ 午 後 ４ 時  

（ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 休 日 を 除 く 。）  

 

 (2 ) 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 提 出 方 法 及 び 提 出 場 所  

   小 牧 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 さ れ て い る 制 限 付 一 般 競 争 入 札

参 加 申 込 書 （ 貸 付 け 契 約 用 ）（ 要 領 様 式 第 １ ） に 必 要 事 項 を 入

力 し 、小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 (消 防 本 部 2 階 )ま で 持

参 し て く だ さ い 。  

 

５  質 問 及 び 回 答  

  公 告 の 内 容 等 に 対 す る 質 問 及 び 回 答 は 次 に よ り 行 い ま す 。  

 (1 ) 質 問 期 限   

令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ７ 日 (月 )午 前 １ ０ 時 ま で  

   

(2) 提 出 方 法 及 び 提 出 場 所  

      質 問 は 、 文 書 に よ り 小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 (消 防

本 部 ２ 階 )へ 直 接 持 参 し て 提 出 し て く だ さ い 。  

   質 問 書 の 様 式（ 要 領 様 式 第 ２ ）は 、小 牧 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り

ダ ウ ン ロ ー ド し て く だ さ い 。  

 

 (3 ) 回 答 日  

  令 和 ８ 年 ７ 月 ２ ８ 日 (火 )  午 後 ３ 時 か ら  

 

 (4 ) 回 答 方 法  

  小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 (消 防 本 部 2 階 )に お い て 回

答 書 （ 要 領 様 式 第 ３ ） を 閲 覧 に 供 し ま す 。  
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６  入 札 保 証 金 ・ 契 約 保 証 金  

免 除  

 

７  入 札 金 額  

(1) 入 札 金 額 は 、 ３ ( 2)の 貸 付 期 間 中 の 貸 付 料 の 総 額 を 記 入 し て

く だ さ い 。  

 

(2) 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額

の １ ０ パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 を も つ て 契 約 金

額 と す る の で 、 入 札 参 加 者 は 、 消 費 税 に 係 る 課 税 業 者 で あ る か

免 税 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０

分 の １ ０ ０ に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 し て く だ さ い 。  

 

８  入 札  

(1) 入 札 は 所 定 の 入 札 書（ 貸 付 け 契 約 用 ）（ 要 領 様 式 第 ４ ）（ 以 下

「 入 札 書 」と い う 。）を 使 用 し ま す 。入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 印 し 、

貸 付 物 件 名 、設 置 場 所 又 は 所 在 地 、入 札 者 の 住 所 及 び 氏 名 (法 人

に あ っ て は 、所 在 地 、名 称 及 び 代 表 者 名 )を 封 筒 に 表 記 し な け れ

ば な り ま せ ん 。  

〔 記 入 例 〕  

      表             裏  

 

 

 

 

(2) 入 札 書 に は 、ボ ー ル ペ ン 又 は 万 年 筆 を 使 用 し て 明 確 か つ 明 瞭

に 記 入 し 、 鮮 明 に 押 印 し て く だ さ い 。 鉛 筆 、 シ ャ ー プ ペ ン シ ル

は 使 用 で き ま せ ん 。  

 

(3)  脱 字 又 は 誤 字 を 加 除 訂 正 し た 場 合 に は そ の 箇 所 又 は 付 近 に

押 印 し て く だ さ い 。 な お 金 額 の 訂 正 は で き ま せ ん の で ご 注 意 く

だ さ い 。  

 

 

 

貸 付 物 件 名   消 防 署 及 び 各 支 署 自 動 販 売 機 設

置 箇 所 貸 付 （ 缶 ･ペ ッ ト ボ ト ル ） 

設置場所    消 防 署 、 東 支 署 、 南支 署 、  

又 は 所 在 地   及 び 北 支 署  

 

 

 

○ ○ 市 △ △ 町 一 丁 目 一 番 地  

株 式 会 社  □ □ 商 事  

代 表 取 締 役  ○ ○ ○ ○  ㊞  

㊞  ㊞  ㊞  
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(4) 入 札 金 額 は ア ラ ビ ア 数 字 を 使 用 し 、円 未 満 の 端 数 は 記 入 し な

い で く だ さ い 。  

 

(5) 入 札 者 は 、 そ の 投 入 し た 入 札 書 の 書 換 え 、 引 換 え 又 は 撤 回 を

す る こ と は で き ま せ ん 。  

 

(6) 前 各 項 に 違 反 す る 入 札 及 び 次 の い ず れ か に 該 当 す る 入 札 は 、

無 効 と し ま す 。  

ア  制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 申 込 書 を 提 出 し て い な い 者 の し た

入 札  

イ  入 札 参 加 者 の 資 格 を 有 し な い 者 の し た 入 札  

ウ  所 定 の 日 時 ま で に 所 定 の 場 所 に 持 参 し な い 入 札  

エ  入 札 に 際 し て 談 合 等 に よ る 不 正 行 為 が あ っ た 入 札  

オ  談 合 情 報 ど お り の 結 果 と な っ た 入 札  

カ  同 一 事 項 の 入 札 に 対 し ２ 以 上 の 意 思 表 示 を し た 入 札  

キ  他 人 の 代 理 を 兼 ね 又 は ２ 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札  

ク  入 札 書 の 入 札 金 額 、 氏 名 (法 人 に あ っ て は 、 名 称 及 び 代 表 者

名 )の 確 認 し が た い も の 、入 札 押 印 の な い も の 、鉛 筆 書 き の

も の 、 そ の 他 記 載 事 項 が 確 認 で き な い も の  

ケ  入 札 書 の 金 額 の 表 示 を 改 ざ ん し 、 又 は 訂 正 し た 入 札  

コ  最 低 貸 付 料 未 満 の 入 札  

サ  虚 偽 の 事 実 を 記 載 し た 者 の し た 入 札  

シ  そ の 他 契 約 担 当 者 が あ ら か じ め 指 示 し た 事 項 に 違 反 し た 入   

札  

 

(7) 入 札 参 加 者 の 事 前 公 表 は 行 い ま せ ん 。  

 

９  入 札 の 基 本 事 項  

(1) 入 札 参 加 申 込 を さ れ た 方 は 、 ( 6 )入 札 日 時 及 び ( 7 )入 札 場 所 に

記 載 す る 日 時 及 び 場 所 に お い て 入 札 書 を 提 出 し て い た だ き ま す 。

こ の 入 札 に 参 加 さ れ な い 場 合 は 、 入 札 を 辞 退 し た も の と み な し

ま す 。  
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(2) 入 札 書 を 公 開 の 場 で 開 札 し 、貸 付 物 件 に 対 し 、最 低 貸 付 料 以

上 の 額 で 最 高 の 価 格 で 入 札 を 行 っ た 者 を 落 札 候 補 者 と し ま す 。

な お 、 最 高 価 格 の 入 札 が ２ 者 以 上 あ る 場 合 は 、 く じ に よ り 決 定

し ま す 。 入 札 者 が く じ を 引 か な い と き は 、 こ の 入 札 事 務 を 担 当

し な い 職 員 が 代 行 し ま す 。  

  

 (3 ) 入 札 に 参 加 す る 者 が １ 人 で あ る 場 合 に お い て も 、原 則 と し て

入 札 を 執 行 す る も の と し ま す 。  

 

(4)  最 低 貸 付 料 を 事 前 公 表 し た 場 合 の １ 件 の 入 札 に 係 る 入 札 執

行 回 数 は 、 １ 回 と し 再 度 入 札 は 行 わ な い も の と し ま す 。  

 

(5) 入 札 を 辞 退 さ れ る 場 合 は 、入 札 辞 退 届（ 要 領 様 式 第 ５ ）を 小

牧 市 ホ ー ム ペ ー ジ よ り ダ ウ ン ロ ー ド し 必 要 事 項 を 記 載 の う え 入

札 日 前 日 ま で に 小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 (消 防 本 部 ２

階 )ま で 提 出 し て 下 さ い 。  

 

(6) 入 札 日 時  

令 和 ８ 年 ８ 月 ３ 日 (月 )  午 後 ２ 時 か ら  

 

(7) 入 札 場 所  

小 牧 市 役 所  本 庁 舎  ４ ０ ２ 会 議 室  

 

(8) 入 札 結 果 に つ い て は 、 落 札 者 の 決 定 後 、落 札 者 名 、落 札 金 額

及 び 入 札 参 加 者 数 を 小 牧 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 で 公 表 し ま す 。  

 

１ ０  資 格 確 認 書 類 の 提 出  

   開 札 終 了 後 、落 札 候 補 者 は 次 に 掲 げ る 資 格 確 認 書 類 を 落 札 候

補 者 決 定 を 受 け た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 日 以 内 （ 土 曜 日 、 日

曜 日 及 び 休 日 を 除 く 。） に 小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 (消

防 本 部 ２ 階 )ま で 持 参 に よ り 提 出 し て 下 さ い 。  

   な お 、期 限 ま で に 提 出 が な い と き は 、当 該 落 札 候 補 者 の し た

入 札 は 無 効 と し ま す 。  
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 ＜ 提 出 書 類 （ 資 格 確 認 書 類 ） 各 １ 部 ＞  

 ① 制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 （ 貸 付 け 契 約 用 ）（ 要

領 様 式 第 ６ ）  

 ② 誓 約 書 （ 要 領 様 式 第 ７ ）  

 ③ 証 明 書 類 （ 発 行 日 か ら ３ か 月 以 内 の も の ）  

  【 法 人 の 場 合 】・ ・ ・ 登 記 事 項 証 明 書 （ 履 歴 事 項 全 部 証 明 書 ）

又 は 登 記 簿 謄 本  

  【 個 人 の 場 合 】・ ・ ・ 住 民 票 の 写 し  

 ④ 国 税 、愛 知 県 税 及 び 市 税 の 未 納 が な い こ と の 証 明 書（ 発 行 日 が

３ ヶ 月 以 内 の も の ）  

  ア  国 税 に つ い て （ 所 管 税 務 署 が 発 行 す る 納 税 証 明 書 ）  

a  法 人 …「 法 人 税 」、「 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 」の 納 税 証 明 書  

(そ の ３ の ３  未 納 の な い こ と の 証 明 )  

b  個 人 …「 所 得 税 」、「 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 」の 納 税 証 明 書  

(そ の ３ の ２  未 納 の な い こ と の 証 明 )  

イ  愛 知 県 税 に つ い て （ 愛 知 県 県 税 事 務 所 が 発 行 す る 証 明 書 ） 

a 法 人 … 「 法 人 県 民 税 」、「 法 人 事 業 税 」、「 地 方 法 人 特 別 税 」、

「 自 動 車 税 」、「 地 方 消 費 税 」 の 納 税 証 明 書  

(未 納 の 税 額 が な い こ と 用 )  

b 個 人 …「 個 人 事 業 税 」、「 自 動 車 税 」、「 地 方 消 費 税 」 の 納 税

証 明 書  

(未 納 の 税 額 が な い こ と 用 )  

ウ  市 税 に つ い て (小 牧 市 の 収 税 課 が 発 行 す る 納 税 証 明 書  ※ 未

納 の 税 額 が な い 証 明 )  

a 法 人 …「 法 人 市 民 税 」、「 固 定 資 産 税・都 市 計 画 税 」及 び「 軽

自 動 車 税 」 の 納 税 証 明 書  

b 個 人 … 「 普 通 徴 収 （ 特 別 徴 収 ） 市 県 民 税 」、「 固 定 資 産 税 ・

都 市 計 画 税 」、「 軽 自 動 車 税 」 及 び 「 国 民 健 康 保 険 税 」

の 納 税 証 明 書  

 

 

１ １  資 格 確 認 結 果 の 通 知  
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   落 札 候 補 者 が 入 札 参 加 資 格 要 件 を 満 た し て い る こ と を 確 認

し た 場 合 は 、落 札 者 と し て 決 定 し た う え 、当 該 落 札 者 に 通 知 し

ま す 。  

   落 札 候 補 者 が 資 格 な し と な っ た 場 合 は 、次 の 入 札 価 格 の 高 い

者 か ら 順 次 審 査 を 行 い 、適 格 者 が 確 認 で き る ま で 審 査 を 行 い ま

す 。  

   資 格 が な い と 認 め ら れ た 場 合 は 、制 限 付 一 般 競 争 入 札 参 加 不

適 格 通 知 書 (貸 付 け 契 約 用 )（ 要 領 様 式 第 ８ ）に よ り 、そ の 理 由

を 付 し て 通 知 し ま す 。  

   な お 、入 札 参 加 資 格 が な い と 認 め ら れ た 者 は 、そ の 理 由 に つ

い て 説 明 を 求 め る こ と が で き ま す 。こ の 場 合 、通 知 の あ っ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ７ 日（ 小 牧 市 の 休 日 を 定 め る 条 例（ 平 成 ２

年 小 牧 市 条 例 第 ２ ３ 号 ）第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 市 の 休 日 ）以

内 に 小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係 (消 防 本 部 ２ 階 )に 書 面

を 持 参 し て く だ さ い 。  

   理 由 は 、説 明 を 求 め る 文 書 を 受 理 し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て

７ 日 以 内 に 書 面 で 回 答 し ま す 。  

   落 札 候 補 者 が 資 格 な し と な っ た 場 合 は 、次 の 順 位 の 者 か ら 適

格 者 が 確 認 で き る ま で 順 次 審 査 を 行 う の で 、資 格 確 認 書 類 を 求

め ら れ た 場 合 は 、 求 め ら れ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ２ 日 以 内

（ 土 曜 日 、 日 曜 日 及 び 祝 休 日 を 除 く 。） に 小 牧 市 消 防 本 部 消 防

総 務 課 庶 務 係 (消 防 本 部 ２ 階 )ま で 持 参 し て く だ さ い 。期 限 内 に

資 格 確 認 書 類 を 提 出 し な い と き は 、 無 効 と し ま す 。  

 

１ ２  入 札 の 中 止  

不 正 な 入 札 が 行 わ れ る お そ れ が あ る と 認 め る と き 又 は 災 害

そ の 他 や む を 得 な い 理 由 が あ る と き は 、入 札 を 中 止 、 又 は 入 札

期 日 を 延 期 す る こ と が あ り ま す 。  

 

１ ３  契 約 の 締 結  

(1) 別 紙 契 約 書 (小 牧 市 自 動 販 売 機 の 設 置 に 係 る 行 政 財 産 の 貸 付

け に 関 す る 要 綱 様 式 第 ３ )に よ り 、契 約 書 を 作 成 す る も の と し ま

す 。  
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(2) 契 約 の 締 結 及 び 履 行 に 関 す る 費 用 に つ い て は 、す べ て 落 札 者

の 負 担 と し ま す 。  

(3) 貸 付 契 約 は 入 札 参 加 者 名 義 で 行 い ま す 。  

  (4 ) 契 約 を 締 結 す る ま で の 間 に 、落 札 者 が 指 名 停 止 又 は こ れ に 準

ず る 措 置 を 受 け た 場 合 、並 び に 小 牧 市 が 行 う 事 務 及 び 事 業 か ら

の 暴 力 団 排 除 に 関 す る 合 意 書（ 平 成 ２ ４ 年 ６ 月 ２ ５ 日 付 け 小 牧

市 長・愛 知 県 小 牧 警 察 署 長 締 結 ）に 基 づ く 排 除 措 置 を 受 け た 場

合 は 、 原 則 と し て 契 約 を 締 結 し な い も の と し ま す 。 こ の 場 合 、

小 牧 市 は 一 切 の 損 害 賠 償 の 責 を 負 い ま せ ん 。  

 

１ ４  貸 付 料 の 納 付  

各 年 度 、 納 入 通 知 書 に よ り 、 一 括 納 付 し て い た だ き ま す 。  

 

１ ５  問 い 合 わ せ 先  

(郵 便 番 号 ４ ８ ５ － ０ ０ １ ４ )   

住 所  小 牧 市 安 田 町 １ １ ９ 番 地  

小 牧 市 消 防 本 部 消 防 総 務 課 庶 務 係  

電 話  (０ ５ ６ ８ )７ ６ － ０ １ １ ９ （ 代 表 ）  

   (０ ５ ６ ８ )７ ６ － ０ ２ ２ ２ （ 直 通 ）  
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自 動 販 売 機 を 設 置 す る 施 設 の 名 称 、 所 在 地 及 び 設 置 場 所  

本 署  

区   分  内   容  

１  施 設 名 称  小 牧 市 消 防 本 部 ・ 消 防 署  

２  所 在 地  小 牧 市 安 田 町 １ １ ９ 番 地  

３  設 置 場 所  別 紙 の と お り  

４  職 員 数  

及 び  

来 庁 者 数  

職  員  数 ： 消 防 本 部 職 員  概 ね ２ ６ 人  

（ 土 曜 、 日 曜 、 祝 休 日 、 1 2 月 2 9 日 ～ 1 月 3 日

を 除 く 日 の 8 時 3 0 分 ～ 1 7 時 1 5 分 ）  

     消 防 署 職 員  概 ね １ ４ 人  

（ 3 6 5 日 2 4 時 間 勤 務 す る 人 数 ）  

こ の ほ か に 、不 定 期 で １ ０ ～ ８ ０ 人 程 度 が 参 加 す る

講 習 等 の 開 催 あ り  

５  現 在 の 自 動

販 売 機 の 飲

料 価 格  

缶 、 ペ ッ ト ボ ト ル  １ ２ ０ 円 ～ ２ ３ ０ 円  

６  そ の 他   

 

東 支 署  

区   分  内   容  

１  施 設 名 称  小 牧 市 消 防 署 東 支 署  

２  所 在 地  小 牧 市 大 字 池 之 内 ３ ４ ２ ８ 番 地 ２  

３  設 置 場 所  別 紙 の と お り  

４  職 員 数  

及 び  

来 庁 者 数  

職  員  数：概 ね １ １ 人（ 3 6 5 日 2 4 時 間 勤 務 す る 人 数 ） 

こ の ほ か に 、不 定 期 で １ ０ ～ ５ ０ 人 程 度 が 参 加 す る

講 習 等 の 開 催 あ り  

５  現 在 の 自 動

販 売 機 の 飲

料 価 格  

缶 、 ペ ッ ト ボ ト ル  １ ２ ０ 円 ～ ２ ３ ０ 円  
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南 支 署  

区   分  内   容  

１  施 設 名 称  小 牧 市 消 防 署 南 支 署  

２  所 在 地  小 牧 市 下 小 針 中 島 二 丁 目 １ ３ ０ 番 地  

３  設 置 場 所  別 紙 の と お り  

４  職 員 数  職  員  数 ： 概 ね ６ 人 （ 3 6 5 日 2 4 時 間 勤 務 す る 人 数 ） 

５  現 在 の 自 動

販 売 機 の 飲

料 価 格  

缶 、 ペ ッ ト ボ ト ル  １ ２ ０ 円 ～ ２ ３ ０ 円  

 

北 支 署  

区   分  内   容  

１  施 設 名 称  小 牧 市 消 防 署 北 支 署  

２  所 在 地  小 牧 市 久 保 新 町 ６ ０ 番 地  

３  設 置 場 所  別 紙 の と お り  

４  職 員 数  職  員  数 ： 概 ね ６ 人 （ 3 6 5 日 2 4 時 間 勤 務 す る 人 数 ） 

５  現 在 の 自 動

販 売 機 の 飲

料 価 格  

缶 、 ペ ッ ト ボ ト ル  １ ２ ０ 円 ～ ２ ３ ０ 円  
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令 和 7 年 度 売 上 本 数  

（ 缶 ・ ペットボトル）  
   

 

本 数  

（ 本 部 ）  

本 数  

（ 南 支 署 ）  

本 数  

（ 北 支

署 ）  

本 数  

（ 東 支

署 ）  

本 数  

（ 全 署 ）  

2 0 2 5 年 4 月  6 2 0  1 2 2  1 4 5  4 5 6  1 3 4 3  

5 月  5 7 7  1 2 3  6 4  3 9 9  1 1 6 3  

6 月  6 4 4  2 1 2  9 2  2 8 1  1 2 2 9  

7 月  7 4 9  1 2 9  1 9 1  3 1 1  1 3 8 0  

8 月  8 4 7  1 2 7  9 5  3 3 6  1 4 0 5  

9 月  4 9 7  1 1 7  6 9  3 9 1  1 0 7 4  

1 0 月  5 7 2  8 4  1 2 3  3 4 4  1 1 2 3  

1 1 月  6 1 2  1 4 1  7 8  2 9 5  1 1 2 6  

1 2 月  5 5 5  1 8 8  7 8  4 2 4  1 2 4 5  

2 0 2 6 年 1 月  4 5 1  1 2 0  7 9  3 3 2  9 8 2  

2 月  5 3 6  9 1  8 0  2 9 7  1 0 0 4  

3 月  4 7 0  8 7  6 2  3 2 0  9 3 9  

合 計  7 1 3 0  1 5 4 1  1 1 5 6  4 1 8 6  1 4 0 1 3  

 


